
コンプライアンス通信コンプライアンス通信
発行：株式会社エイジェック
　　　リスクマネジメント本部
監修：株式会社フィールドプランニング
発行：毎月10日AGEKKE RISK MANAGEMENT

2009年2009年-ARM- 月号月号

AGEKKE RISK MANAGEMENT

個
人
情
報
保
護
体
制
の
向
上

民
間
企
業
に
お
け
る
障
害
者
雇
用
の
使
命

個
人
情
報
漏
え
い
事
件
の
顛
末

　

今
年
一
月
に
あ
る
金
融
系
企
業
の
個
人
情
報
漏
え

い
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
シ
ス
テ
ム
の
管
理
を
し
て

い
た
そ
の
部
署
の
責
任
者
が
１
０
０
万
人
を
大
き
く

超
え
る
個
人
情
報
を
流
出
さ
せ
た
事
件
で
す
。
11
月

の
初
旬
に
裁
判
が
行
わ
れ
、
懲
役
二
年
の
実
刑
判
決

が
下
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
事
件
後
、
情
報
に
つ
い
て
の
危
機
管
理
意
識
が

さ
ら
に
強
ま
っ
た
、
と
い
う
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。
決

し
て
他
人
事
で
は
な
い
、
と
思
わ
れ
た
担
当
の
方
も
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
事
件
で
容
疑
者
は
窃
盗
容
疑
以
外
に
不
正

ア
ク
セ
ス
禁
止
法
違
反
に
も
問
わ
れ
て
い
ま
す
。 

　

容
疑
者
は
異
動
に
な
っ
た
ば
か
り
の
派
遣
社
員
の

Ｉ
Ｄ
を
使
っ
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
ア
ク
セ
ス
し
情
報
を

取
り
出
し
て
い
ま
し
た
。
異
動
と
同
時
に
ア
ク
セ
ス
権

を
消
失
さ
せ
て
い
て
も
、
容
疑
者
は
ま
た
別
の
手
段
で

情
報
を
持
ち
出
し
て
い
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

企
業
、
社
員
、
お
客
様
を
守
る
た
め
に
、
こ
の
機
会

に
改
め
て
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
想
定
し
、
個
人
情
報
保

護
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
向
上
を
図
る
良
い
機
会

に
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

ち
な
み
に
・
・
・
・

　

一
社
員
の
５
０
０
万
の
借
金
が
発
端
で
起
こ
っ
た
こ

の
事
件
。
企
業
が
負
っ
た
損
害
は
７
０
億
と
も
試
算
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

本
人
の
得
た
売
却
益
は
約
30
万
円
だ
っ
た
そ
う
で
す

が
、
そ
れ
と
引
き
換
え
に
失
っ
た
も
の
は
・
・
・ 

（
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
：
岡
本
）

全
体
の
実
雇
用
率
は
１
・
63
％

　
　
　
　
（
対
前
年
比
で
０
・
04
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）

厚
生
労
働
省
11
月
20
日
の
発
表
に
よ
る
と
、

○
雇
用
さ
れ
て
い
る
障
害
者
の
数
、
実
雇
用
率
に
つ

い
て
こ
の
う
ち
、身
体
障
害
者
は
２
６
８
，２
６
６
人
、

知
的
障
害
者
は
５
６
，
８
３
５
人
、
精
神
障
害
者

は
７
，
７
１
０
・
５
人
で
あ
っ
た
。

○
実
雇
用
率
は
１
・
６
３
％
（
前
年
は
１
・
59
％
）、

法
定
雇
用
率
達
成
企
業
の
割
合
は
45
・
５
％
（
前

年
は
44
・
９
％
）
で
あ
っ
た
。

○
法
定
雇
用
率
を
達
成
し
て
い
る
企
業
の
割
合
は
45
・
５
％

（
対
前
年
比
で
０
・
６
ポ
イ
ン
ト
上
昇
）

○
雇
用
さ
れ
て
い
る
障
害
者
の
数
、
実
雇
用
率
に
つ

い
て
民
間
企
業
（
56
人
以
上
規
模
の
企
業
：
法
定

雇
用
率
１
・
８
％
）
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
障
害
者

の
数
は 

３
３
２
，
８
１
１
・
５
人
で
、
前
年
よ
り
２
・

２
％
（
約
７
千
人
）
増
加
し
た
。

・
・
・
と
、
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、

○
公
的
機
関
は
民
間
に
率
先
垂
範
し
て
法
定
雇
用
率
を
達
成

す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
未
達
成
の
機
関
に
対
し
、

各
都
道
府
県
労
働
局
長
等
か
ら
市
町
村
長
等
の
機
関
の

ト
ッ
プ
に
対
し
て
呼
び
出
し
等
に
よ
る
指
導
を
徹
底
。

○
民
間
企
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
組
状
況
に
応
じ

て
企
業
名
の
公
表
も
含
め
た
雇
用
率
達
成
指
導
を

厳
正
に
実
施
し
て
い
く
。

・
・
・
と
、
し
て
お
り
ま
す
。

多
少
改
善
さ
れ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
厳
し
い
障
害
者

の
雇
用
状
況
。
そ
の
中
で
の
雇
用
創
出
も
エ
イ
ジ
ェ
ッ
ク

の
使
命
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

（
障
が
い
者
就
労
支
援
事
業
：
桑
島
）

　

弊
社
の
取
引
先
企
業
様
か
ら
多
く
寄
せ
ら
れ
る
問
い
合

わ
せ
の
う
ち
、比
較
的
質
問
の
多
い
派
遣
法
に
つ
い
て
、

随
時
、本
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
通
信
に
掲
載
し
て
参
り
ま
す
。

　
抵
触
日
に
つ
い
て

　
「
抵
触
日
」
と
は
、
派
遣
可
能
期
間
の
最
終
日
の
翌
日
に

当
た
る
日
付
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
日
付
を
超

え
て
、
同
じ
派
遣
労
働
者
を
受
け
入
れ
た
場
合
、
派
遣

期
間
の
制
限
に
違
反
す
る
最
初
の
日
付
に
な
り
ま
す
。

 　

派
遣
法
で
は
、
派
遣
元
企
業
と
派
遣
先
企
業
の
両
者
に

「
抵
触
日
」を
把
握
す
る
よ
う
、規
定
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

派
遣
先
企
業
が
、
派
遣
可
能
期
間
を
超
え
て
同
じ

派
遣
労
働
者
を
使
用
す
る
場
合
、
派
遣
先
企
業
は
そ
の

労
働
者
を
直
接
雇
い
入
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、「
抵
触
日
」
は
派
遣
先
企
業
が
そ
の
日
ま
で

に
直
接
雇
用
の
判
断
を
行
う
基
準
日
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
派
遣
可
能
期
間
を
超
え
て
労
働
さ
せ
て
い
る
か
ど

う
か
を
把
握
す
る
上
で
も
、と
て
も
重
要
な
日
と
な
り
ま
す
。

　

来
年
予
定
さ
れ
て
い
る
「
派
遣
法
改
正
」
に
向
け
、

全
国
の
各
都
道
府
県
労
働
局
は
訪
問
指
導
を
強
化
し
て

い
ま
す
。「
監
査
＋
実
態
調
査
」
と
い
っ
た
と
こ
で
し
ょ

う
か
。
些
細
な
こ
と
で
、
是
正
勧
告
や
指
導
票
を
発
行

さ
れ
な
い
よ
う
運
用
を
確
認
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　（
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
本
部
：
石
原
）

◆ 

派
遣
法
：
抵
触
日
の
通
知
義
務

○
派
遣
契
約
締
結
時
、派
遣
先
は
派
遣
元
に
対
し
て
、受
入
期
間
の
制
限

 

と
な
る
抵
触
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○
派
遣
開
始
前
に
は
、派
遣
元
は
、派
遣
労
働
者
に
対
し
、
派
遣
先

 

受
入
期
間
の
制
限
へ
の
抵
触
日
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

○
派
遣
先
受
入
期
間
の
制
限
へ
の
抵
触
日
の
、
１
ヶ
月
前
か
ら
前
日
に
、

 

派
遣
元
は
、派
遣
先
と
派
遣
労
働
者
に
対
し
て
、派
遣
の
停
止
を

 

事
前
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

民
間
企
業
に
お
け
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障
害
者
雇
用
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お
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■ 就労が認められている在留資格（活動が特定される）
　
　・人文知識・国際業務、技術、外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、資格・経営、法律・会計業務、医療、
　  研究、教育、企業内転勤、興行、技能

（就業できる職種が限定されます。主に当社は人文知識国際業務と技術が多い）

■ 就労が認められていない在留資格
　
　・留学、就学、研修、家族滞在、文化活動、短期滞在

（資格外活動許可を得ている場合は、許可させた範囲で就労ができます）
　

■ 身分・地位に基づく在留活動が認められるもの
　
　・永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者

（活動に制限がないので職種を問わず就労可能です）

VISA（在留資格）の種類と対応可能業務VISA（在留資格）の種類と対応可能業務


